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子どもの予防接種
予防接種を受ける際の注意事項
①「予防接種と子どもの健康」の小冊子を必ず読んでから受けてください。
②体調のよいときに受けてください。
③必ず接種前に医療機関に予約をしてください。
④接種日当日はマイナ保険証等（保険資格のわかるもの）、母子健康手帳、
　結城市予防接種予診票を忘れずにお持ちください。
⑤予防接種は、すべて医療機関での個別接種となります。

定期予防接種広域事業について

対象となる予防接種の種類 ： 定期予防接種
市外のかかりつけ医療機関で予防接種をご希望の方

■医療機関によって受けることができない場合がありますので、事前に健康増進課または医療機関
　にご確認ください。

予防接種を受ける際には母子健康手帳・結城市予防接種予診票を必ず持参
してください。

茨城県内医療機関 小山地区医師会加入医療機関

予防接種の最新情報は、
市ホームページをご覧ください。

インフルエンザ予防接種助成（子ども）

令和8年10月1日～令和9年1月31日期　　間

対 象 者 生後 6か月～ 18歳（高校 3年生相当年齢）
市内実施医療機関、小山地区医師会加入医療機関

助成金額 1 人 1回のみ 2,000 円助成
※医療機関の定めた接種料金より助成金額を差し引いた金額が自己負担となります。

予防接種をすることで、インフルエンザによる重い合併症を予防し、健康被害
を最小限にとどめることができます。流行前の12月上旬までに接種を受けて
おくと効果的です。

〔任意接種〕
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具合が悪くなったときおとなの健診みんなの健康 予防接種

問合先
管理係 ☎32‒7890医療機関へ予約

R
S

※１「標準的な接種年齢」とは、病気にかかりやすい時期を考慮して、できるだけこの時期に受けることが望ましい年齢です。
※2 日本脳炎は平成17年から予防接種差控え期間があったため、平成18年4月2日～平成19年4月1日生で接種機会を逃した方は、20歳になる前日までに、未接種分について最大4回まで接種することができます。
　　定期予防接種の費用は自己負担無しで受けられます。ただし、対象年齢を過ぎると任意接種となり、自己負担が発生します。

予防接種の種類 対象年齢 標準的な接種年齢等 対象年齢 標準的な接種年齢 ※1 接種
回数 備　考

生後2か月～9か月未満

3歳

4歳

生後5か月～8か月未満

生後2か月～12か月未満

1歳未満

1歳未満

不活化
ワクチン

経口生
ワクチン

生ワクチン

生ワクチン

生ワクチン

不活化
ワクチン

不活化
ワクチン

生後６週～
24週

生後６週～
32週

生後2か月～
生後90か月

（7歳6か月）未満

生後12か月～
生後24か月

（1歳～2歳）未満

生後12か月～
生後36か月

（1歳～3歳）未満

生後6か月～
生後90か月

（7歳6か月）未満

小学校就学前の
1年間

2回

3回

［接種開始］
生後８週～15週未満

1歳になったらできるだけ
早期に接種

5歳～7歳未満
小学校就学前の1年間

［1回目］
生後12～15か月

［2回目］
1回目接種後

6～12か月あける

［3回目接種後］
生後12か月～18か月未満

［接種開始］
生後８週～15週未満

3回

1回

1回

1回

2回

ロタウイルス

B型肝炎

1回目接種後、27日以上の間隔をおいて、24週までに2回経口接種
※初回接種は、生後14週6日までに行うことを推奨

1回目接種後、27日以上の間隔をおいて、32週までに3回経口接種
※初回接種は、生後14週6日までに行うことを推奨

1回目接種後27日以上の間隔をおいて2回目を接種、3回目は初回
から139日以上経過した後に1回接種

定期

水痘（水ぼうそう）定期

日本脳炎 ※2定期

5種混合定期

定期

BCG定期

麻しん風しん混合
（MR）

定期

ジフテリア
百日せき
破傷風
ポリオ
ヒブ

1
価

5
価

1
期

1
期

1
期

2
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3
回

1
回

1回目接種後20日～56日の間隔をおいて2回目を接種（3回目も同様）

3回目終了後6か月以上の間隔をおいて標準的には生後12～18か月
未満の間に1回接種

1回目終了後3か月以上、標準的には6～12か月の間隔をおいて
1回接種

令和8年度の対象者は、
令和2年4月2日～令和3年4月1日生まれの方

初
回
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2
回

1
回

1回目接種後6日～28日の間隔をおいて2回目を接種

2回目接種後6か月以上、おおむね1年の間隔をおいて接種

初
回

追
加
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［接種開始］
生後2か月～7か月未満

小児用肺炎球菌
（15価、20価）

定期

3
回

1
回

1回目接種後27日以上の間隔をおいて2回目を接種（3回目も同様）
※初回3回は、生後12か月に至るまでの間に接種

3回目終了後60日以上の間隔をおいて生後12か月から生後15か月に
1回接種

初
回
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加
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問合先
管理係 ☎32‒7890医療機関へ予約

R
S

※１「標準的な接種年齢」とは、病気にかかりやすい時期を考慮して、できるだけこの時期に受けることが望ましい年齢です。
※2 日本脳炎は平成17年から予防接種差控え期間があったため、平成18年4月2日～平成19年4月1日生で接種機会を逃した方は、20歳になる前日までに、未接種分について最大4回まで接種することができます。
　　定期予防接種の費用は自己負担無しで受けられます。ただし、対象年齢を過ぎると任意接種となり、自己負担が発生します。

予防接種の種類 対象年齢 標準的な接種年齢等 対象年齢 標準的な接種年齢 ※1 接種
回数 備　考

生後2か月～9か月未満

3歳

4歳

生後5か月～8か月未満

生後2か月～12か月未満

1歳未満

1歳未満

不活化
ワクチン

経口生
ワクチン

生ワクチン

生ワクチン

生ワクチン

不活化
ワクチン

不活化
ワクチン

生後６週～
24週

生後６週～
32週

生後2か月～
生後90か月

（7歳6か月）未満

生後12か月～
生後24か月

（1歳～2歳）未満

生後12か月～
生後36か月

（1歳～3歳）未満

生後6か月～
生後90か月

（7歳6か月）未満

小学校就学前の
1年間

2回

3回

［接種開始］
生後８週～15週未満

1歳になったらできるだけ
早期に接種

5歳～7歳未満
小学校就学前の1年間

［1回目］
生後12～15か月

［2回目］
1回目接種後

6～12か月あける

［3回目接種後］
生後12か月～18か月未満

［接種開始］
生後８週～15週未満

3回

1回

1回

1回

2回

ロタウイルス

B型肝炎

1回目接種後、27日以上の間隔をおいて、24週までに2回経口接種
※初回接種は、生後14週6日までに行うことを推奨

1回目接種後、27日以上の間隔をおいて、32週までに3回経口接種
※初回接種は、生後14週6日までに行うことを推奨

1回目接種後27日以上の間隔をおいて2回目を接種、3回目は初回
から139日以上経過した後に1回接種

定期

水痘（水ぼうそう）定期

日本脳炎 ※2定期

5種混合定期

定期

BCG定期

麻しん風しん混合
（MR）

定期

ジフテリア
百日せき
破傷風
ポリオ
ヒブ

1
価

5
価

1
期

1
期

1
期

2
期

3
回

1
回

1回目接種後20日～56日の間隔をおいて2回目を接種（3回目も同様）

3回目終了後6か月以上の間隔をおいて標準的には生後12～18か月
未満の間に1回接種

1回目終了後3か月以上、標準的には6～12か月の間隔をおいて
1回接種

令和8年度の対象者は、
令和2年4月2日～令和3年4月1日生まれの方

初
回

追
加

2
回

1
回

1回目接種後6日～28日の間隔をおいて2回目を接種

2回目接種後6か月以上、おおむね1年の間隔をおいて接種

初
回

追
加

2か月 4か月 6か月 8か月 10か月 1歳 3歳 5歳 7歳

不活化
ワクチン

生後2か月～
生後60か月
（5歳）未満

［接種開始］
生後2か月～7か月未満

小児用肺炎球菌
（15価、20価）

定期

3
回

1
回

1回目接種後27日以上の間隔をおいて2回目を接種（3回目も同様）
※初回3回は、生後12か月に至るまでの間に接種

3回目終了後60日以上の間隔をおいて生後12か月から生後15か月に
1回接種

初
回

追
加

1



●左記の年齢に該当し、これまでに定期
　接種を受けていない方に個別通知を
　いたします。
●予防接種を受ける時に医療機関に予
　診票をお持ちください。
●通知が届いた方でも、過去に任意接種
　（自己負担）で予防接種を受けたこと
　がある方は対象となりません。
●県内医療機関及び小山地区医師会加入
　医療機関で接種することができます。

予防接種の種類 対象者 接種回数 備　考助成金額及び助成期間

下記の生年月日に該当する方及び60歳以上65歳未満の方であっ
て、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する方。
65歳
70歳
75歳
80歳
85歳
90歳
95歳
100歳

昭和36年４月２日～昭和37年４月1日
昭和31年４月２日～昭和32年４月1日
昭和26年４月２日～昭和27年４月1日
昭和21年４月２日～昭和22年４月1日
昭和16年４月２日～昭和17年４月1日
昭和11年４月２日～昭和12年４月1日
昭和  6年４月２日～昭和  7年４月1日
大正15年４月２日～昭和  2年４月1日

助成金額 3,000円
助成期間 令和8年4月１日～令和9年3月３１日

生ワクチン
1回

助成金額 1回につき6,000円
助成期間 令和8年4月１日～令和9年3月３１日

不活化
ワクチン
2回

成人用帯状疱疹

助成金額 3,000円
助成期間 令和8年4月１日～令和9年3月３１日

1回成人用肺炎球菌
①65歳の方（接種日当日）
②60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓、呼吸器の機能
　または免疫の機能に障害のある方（内部障害 ： 手帳1級）

助成金額 2,000円

助成金額 5,000円

助成期間 令和8年10月１日～令和9年1月３１日

①65歳以上の方（接種日当日）
②60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓、呼吸器の機能
　または免疫の機能に障害のある方（内部障害 ： 手帳1級）

1回季節性インフルエンザ ●県内医療機関及び小山地区医師会加入
　医療機関で接種することができます。

助成期間 令和8年10月１日～令和9年３月３１日

①65歳以上の方（接種日当日）
②60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓、呼吸器の機能
　または免疫の機能に障害のある方（内部障害 ： 手帳1級）

1回新型コロナウイルス ●県内医療機関及び小山地区医師会加入
　医療機関で接種することができます。

具合が悪くなったときおとなの健診みんなの健康 予防接種

医療機関へ予約

8

おとなの予防接種

●定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなど健康
　被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
●予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合、
　予防接種法に基づかない接種（任意接種）として取り扱われます。
●給付申請の必要が生じた場合には、健康増進課へご相談ください。

予防接種による健康被害救済制度 予防接種・感染症対策についての
最新情報はこちらから

※その他、最新の情報については、市のホームページでご確認ください。

※50歳以上で上記年齢以外の方は任意接種として同様の助成が
　あります。

※任意接種で帯状疱疹の助成を受ける場合
　は市内及び小山地区医師会加入医療機関
　に限ります。

予防接種の種類 対象年齢 標準的な接種年齢等
対象年齢 標準的な接種年齢 接種

回数 備　考

不活化
ワクチン

不活化
ワクチン

9歳～
13歳未満

11歳～
13歳未満

1回

1回

小学4年生相当

小学6年生相当

3回
1回目接種後2か月以上あけて2回目を接種、1回目から6か月
以上あけて3回目を接種。
１回目を15歳になるまでに接種した場合は、6か月以上あけて
２回目を接種して完了

日本脳炎定期

不活化
ワクチン

小学６年生相当
～高校1年生
相当の女子

中学1年生相当
HPV
（ヒトパピローマウイルス：
　子宮頸がん予防）

定期

2種混合定期 ジフテリア
破傷風

2
期

2
期

9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳

問合先
管理係 ☎32‒7890医療機関へ予約

医療機関へ予約

学童期以降の予防接種

定期予防接種費用の償還払いについて
結城市予防接種費用償還払いに関する要項に基づき、下記の事由により委託医療機関以外の医療機関で
自己負担で予防接種を受けた場合、接種費用の一部または全部について、市から助成を受けられます。
対 象

●母親が出産等で、接種対象となる子どもを連れて、県外市町村に長期にわたり
　里帰りする場合
●県外の病院、施設等に通院、入院、入所している場合
●主治医等の指示による場合
●その他やむを得ない特別の理由があると市長が認める場合

注 意
●令和9年３月31日までに申請してください。

必要なもの
①接種した医療機関等の領収書原本（接種した予防接種の種類がわかるもの）
②母子健康手帳、予防接種済証等、予防接種の記録が記載されているもの
③助成金の振込先の通帳
※健康増進課でお手続きの上、後日、
　助成額を振り込みます。

事前の手続き
事前手続きが必要です。
健康増進課までお問合せください。

7

母子免疫ワクチン

予防接種の種類 対象妊婦 備　考

不活化
ワクチン 妊娠28週0日から36週6日の方 妊娠毎に1回の接種RSウイルス定期


